
 

 

 

 

 寒川町印鑑条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

  令和元年10月25日 

 

 

                    寒川町長 木 村 俊 雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



寒川町規則第 6 号 

 

寒川町印鑑条例施行規則の一部を改正する規則 

 

寒川町印鑑条例施行規則(昭和 51 年寒川町規則第 7 号)の一部を次のように改正す

る。 

別表様式番号の欄中「第 3 号様式」の次に「、第 3 号様式の 2」を、「第 7 号様

式」の次に「、第 7 号様式の 2」を、「第 8 号様式」の次に「、第 8 号様式の 2」を

加える。 

第 3 号様式中 

「 

 

 

を 

                                     」 

「 

 

 

 

                                                                     」 

印 影 

氏 名  

  
生年月日   

性
別 

  

住 所 神奈川県高座郡寒川町 

印 影 

氏 名  

  

 旧 氏  

生年月日   
性
別 

  

住 所 神奈川県高座郡寒川町 



に改め、同様式の次に次の 1 様式を加える。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第3号様式の2                    

  

  印 鑑 登 録 番 号     

印 鑑 登 録 原 票      副本 

  

印 影 
氏 名 

 

  

  

通 称     

生年月日     性
別 

  

住 所 神奈川県高座郡寒川町 

氏名の 

カタカナ表記 
    

  

  登録年月日   抹消年月日   抹消事由     

  

  

備 

考 

発行年月日                  管理番号            履歴番号 

届出年月日                  世帯識別            世帯番号 

本人確認                   印鑑材質 

発行停止日                  停止事由 

備 考 

  

  
 



 第 7 号様式中 

「 

 

 

を 

                                     」 

「 

 

 

 

                                                                     」 

に改め、同様式の次に次の 1 様式を加える。 

  

 

 

 

 

 

 

 

印 影 

氏 名  

  
生年月日   

性
別 

  

住 所 神奈川県高座郡寒川町 

印 影 

氏 名  

  

 旧 氏  

生年月日   
性
別 

  

住 所 神奈川県高座郡寒川町 



第7号様式の2                      

印 鑑 登 録 証 明 書 

  

印 影 
氏 名   

  

  

通 称  

生年月日   性
別 

  

住 所 神奈川県高座郡寒川町 

氏名の 

カタカナ表記 
 

 

本書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを証明します。 

 

      年  月  日 

 

 

 

 

神奈川県高座郡寒川町長 



 第 8 号様式中 

「 

 

 を 

                                  」 

「 

 

  

                                  」 

に、「神奈川県高座郡寒川町長 氏    名 印」を「神奈川県高座郡寒川町長        

印」に改め、同様式の次に次の 1 様式を加える。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名   
男
・
女 

生 年

月 日 
  年 月 日生 

氏 名   
男
・
女 

生 年

月 日 
  年 月 日生 

旧 氏  



第8号様式の2           

印 鑑 証 明 書 

印 鑑 

氏 名   

男
・
女 

生年

月日 
  年 月 日生 通 称   

氏名の 

カタカナ表記 
 

  

住

所 

1 神奈川県高座郡寒川町 

      

2   

3   

4     

この印鑑は、登録のものと相違ないことを証明する。 

        年  月  日 

神奈川県高座郡寒川町長    □印  



附 則 

 (施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第 3 号様式、第 7 号様式及び第 8

号様式の改正規定は、令和元年 11 月 5 日から施行する。 

 (残存用紙の使用) 

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の寒川町印鑑条例施行規則の規定に

より既に調製された様式で現に残存するものに限り、所要の調整を加え、なお使用

することができる。 


